
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 災害応急対策計画関係の資料 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



2-1-1 

○大野城市防災会議条例 
昭和48年３月26日条例第12号 

改正 
平成10年６月24日条例第15号 
平成11年12月21日条例第32号 
平成18年12月27日条例第35号 
平成24年３月28日条例第10号 
平成24年９月25日条例第19号 

大野城市防災会議条例 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第16条第６項の規定に基づ

き、大野城市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めること

を目的とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(１) 大野城市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(２) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(３) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属す

る事務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長、副会長及び委員をもつて組織する。 

２ 会長は市長をもつて充てる。 

３ 会長は会務を総理する。 

４ 副会長は副市長をもつて充てる。 

５ 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、職務を代理する。 

６ 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 

(１) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者 

(２) 自衛隊の部隊の職員のうちから市長が任命する者 

(３) 福岡県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 

(４) 福岡県警察の警察官のうちから市長が任命する者 

(５) 市長が市の職員のうちから指名する者 

(６) 教育長 

(７) 消防長及び消防団長 

(８) 指定公共機関、又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が任命する者 

(９) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めて任命する者 

７ 前項に規定する委員の定数は、30人以内とする。 

８ 第６項第８号から第10号までの委員の任期は２年とする。ただし、補欠の委員の任期

は、その前任者の残任期間とする。 

９ 前項の委員は、再任されることができる。 
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（専門委員） 

第４条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、福岡県の職員、市の職員、関係指定公共機関

の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（議事等） 

第５条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事、その他防災会議の運営に関し必要

な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。 

附 則 

１ この条例は、公布の日から施行し、昭和48年４月１日から適用する。 

２ 大野城市水防協議会条例（昭和29年条例第42号）は、昭和48年３月31日に廃止する。 

附 則（平成10年条例第15号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成11年条例第32号） 

この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

附 則（平成18年条例第35号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成19年４月１日から施行する。ただし、第11条の規定は、地方自治法

の一部を改正する法律（平成18年法律第53号）による地方自治法第238条の４の改正規定

の施行の日から施行する。 

附 則（平成24年３月28日条例第10号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年９月25日条例第19号） 

この条例は、公布の日から施行する。  
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大野城市防災会議運営規程 

 

令和４年２月17日 

 

（目的） 

第１条 この規程は、大野城市防災会議条例（平成24年条例第19号。以下「条例」と

いう。）第５条の規定に基づき、大野城市防災会議（以下「防災会議」という。）の

議事、その他防災会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （会議） 

第２条 防災会議の招集は会長が行う。 

２ 委員は、やむを得ない事情により防災会議に出席できないときは、あらかじめそ

の旨を会長に届け出なければならない。 

３ 防災会議は、過半数の委員が出席しなければ開くことができない。 

４ 防災会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 

（異動等の報告） 

第３条 条例第３条第６項第１号から第４号まで及び第７号から第10号までの委員は、

異動等があったときは、速やかに会長に報告しなければならない。 

（庶務） 

第４条 防災会議の庶務は、危機管理部危機管理課において処理する。 

（その他） 

第５条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が

定める。 

附 則 

この規程は、令和４年２月17日から施行する。 
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大野城市防災会議委員名簿 
                               （令和７年 12 月時点） 

委  員 機 関 ・ 団 体 名 職  名 

会 長 大野城市 市長 

副会長 大野城市 副市長 

１号委員 国土交通省九州地方整備局福岡国道事務所 福岡維持出張所長 

２号委員 陸上自衛隊第４後方支援連隊補給隊 補給隊長 

３号委員 

福岡県総務部防災危機管理局消防防災指導課 課長 

福岡県那珂県土整備事務所 所長 

福岡県福岡農林事務所 所長 

福岡県筑紫保健福祉環境事務所 所長 

４号委員 福岡県春日警察署 警備課長 

５号委員 

大野城市 総務財政部長 

大野城市 危機管理部長 

大野城市 監査委員事務局長 

大野城市 スポーツ課長 

６号委員 大野城市教育委員会 教育長 

７号委員 
大野城市消防団 団長 

春日･大野城･那珂川消防組合 消防本部 消防長 

８号委員 

九州電力送配電㈱ 福岡南配電事業所  

西日本電信電話㈱ 九州支店   

西部ガス㈱福岡支社 福岡供給部  

九州旅客鉄道㈱ 南福岡駅  

西日本鉄道㈱  

(一社)筑紫医師会  

９号委員 
大野城市区長会  

九州大学  

10 号委員 

社会福祉法人 大野城市社会福祉協議会  

大野城市校長会  

大野城市民生委員児童委員連合協議会  

大野城まどかぴあ男女平等推進センター  

大野城共生ネットワーク  

大野城市商工会女性部  

ＮＰＯ法人 チャイルドケアセンター  

福岡県男女共同参画センター「あすばる」  

 



■大野城市災害警戒本部組織図（風水害）

本　部　員

（部　長）

◆警戒本部設置について職員への周知

◆気象情報・河川水位情報等の収集・伝達・記録

◆県、消防署、自衛隊等の各関係機関への連絡

◆各情報（各警戒活動状況、その他）の記録、収集、整理、伝達

◆災害対策本部への移行準備

◆無線等の必要備品の確保

◆車両、住宅地図等の必要備品の確保

◆各情報（市民等からの通報）の記録、収集、整理、伝達

河川警戒対策班

◆御笠川の井堰倒伏

・梅林（那珂県土整備事務所及び福岡市に要請）

・畑詰・宮添・新井手（巡視職員で倒伏措置）

・市の瀬（上下水道の浄水担当に要請）

◆河川水位観測と巡視警戒

・御笠川及び牛頸川（ＪＲ下流付近市境から御笠川合流点までの区間）

・県の河川水位観測所情報（大野城市筒井橋、太宰府市落合橋）

・市の定点観測場所（梅林堰・畑詰橋・御笠橋・筒井橋・落合橋・牛頸川木下
橋）

◆緊急広報

市域警戒対策班

◆南地区牛頸川及び市内水路等の井堰倒伏

◆市内水路（川久保川・平田川・平野川を含む）ため池及び南地区牛頸川の警
戒巡視

◆がけ崩れ（急傾斜地）・土砂崩れの災害危険箇所の警戒巡視、緊急広報

◆市民からの連絡通報箇所の対応

◆道路冠水・損壊等に伴う交通規制の緊急措置

◆道路冠水危険箇所の警戒巡視、緊急広報

◆市民からの連絡通報箇所の対応

応急資機材調達輸送班

◆水害・土砂災害の防止に係る必要な資機材等の備蓄状況把握、調達、輸送

◆協力企業等への協力依頼

◆河川警戒対策班・市域警戒対策班・道路警戒班の連絡状況や要請に応じて、
業者への指示

地域創造部長 ◆各区及び各地域行政センターへの連絡・情報収集

教育部長 ◆災害警戒状況を踏まえた、災害対策本部への移行準備

こども未来部長 ◆災害警戒本部への協力

◆災害警戒状況を踏まえた、災害対策本部への移行準備

◆災害警戒本部への協力

◆各分団担当区域の警戒巡視

◆緊急広報

災　害　警　戒　本　部

部 事務分掌
本部長

副本部
長

副市長 教育長

危機管理部長 本部総括部

総務財政部長 総務対策部

都市整備部長 建設対策部

避難対策部

総合政策部長 広報・報道部

市民生活部長 市民対策部

すこやか福祉部長 福祉医療対策部

議会対策部

上下水道局長 上下水道部

本部長付 消　　防　　団　　長 消防団

環境経済部長 環境経済対策部

議会事務局長
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■大野城市災害警戒本部組織図（震災）

本　部　員

（部　長）

◆警戒本部設置について職員への周知

◆地震関連情報・被害情報等の収集・伝達・記録

◆県、消防署、自衛隊等の各関係機関への連絡

◆各情報（各警戒活動状況、その他）の記録、収集、整理、伝達

◆災害対策本部への移行準備

◆無線等の必要備品の確保

◆車両、住宅地図等の必要備品の確保

◆各情報（市民等からの通報）の記録、収集、整理、伝達

◆公共施設の被害調査

河川警戒対策班

◆市域の被害状況の調査・把握

◆がけ崩れ（急傾斜地）・土砂崩れの災害危険箇所の警戒巡視、緊
急広報

◆市民からの連絡通報箇所の対応

◆道路損壊等に伴う交通規制の緊急措置

◆緊急広報

◆市民からの連絡通報箇所の対応

応急資機材調達輸送班

◆初期活動に必要な資機材等の備蓄状況把握、調達、輸送

◆協力企業等への協力依頼

◆市域警戒対策班・道路警戒斑の連絡状況や要請に応じて、業者へ
の指示

◆災害警戒状況を踏まえた、災害対策本部への移行準備

◆災害警戒本部への協力

◆各分団担当区域の警戒巡視

◆緊急広報

教育長副市長

本部長付 消　　防　　団　　長

すこやか福祉部長

総合政策部長

福祉医療対策部

議会事務局長

消防団

議会対策部

環境経済部長 環境経済対策部

上下水道局長 上下水道部

広報・報道部

危機管理部長 本部総括部

市民生活部長 市民対策部

都市整備部長 建設対策部

地域創造部長
教育部長

こども未来部長

総務対策部総務財政部長

避難対策部

災　害　警　戒　本　部

部 事務分掌
本部長

副本部
長
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■大野城市災害警戒本部組織図（原子力）

本　部　員

（部　長）

◆警戒本部設置について職員への周知

◆県・関係機関からの情報収集・事故状況の把握

◆県、消防署、自衛隊等の各関係機関への連絡

◆各情報の記録、収集、整理、伝達

◆災害対策本部への移行準備

河川警戒対策班

◆市域の被害状況の調査・把握

◆がけ崩れ（急傾斜地）・土砂崩れの災害危険箇所の警戒巡視、緊
急広報

◆市民からの連絡通報箇所の対応

◆道路損壊等に伴う交通規制の緊急措置

◆緊急広報

◆市民からの連絡通報箇所の対応

応急資機材調達輸送班

◆初期活動に必要な資機材等の備蓄状況把握、調達、輸送

◆協力企業等への協力依頼

◆市域警戒対策班・道路警戒斑の連絡状況や要請に応じて、業者へ
の指示

地域創造部長

教育部長

こども未来部長

◆災害警戒状況を踏まえた、災害対策本部への移行準備

◆災害警戒本部への協力

◆各分団担当区域の警戒巡視

◆緊急広報

◆各情報の記録、収集、整理、伝達

環境経済部長 環境経済対策部

上下水道局長 上下水道部

総務対策部

都市整備部長 建設対策部

避難対策部

総合政策部長 広報・報道部

本部長付 消　　防　　団　　長 消防団

市民生活部長 市民対策部

すこやか福祉部長 福祉医療対策部

議会事務局長 議会対策部

副市長 教育長

危機管理部長 本部総括部

総務財政部長

災　害　警　戒　本　部

部 事務分掌
本部長

副本部
長
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○大野城市災害対策本部条例 

昭和48年３月26日条例第13号 

改正 

平成８年３月26日条例第15号 

平成24年９月25日条例第19号 

大野城市災害対策本部条例 

（目的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第23条の２第８項の規定に

基づき、大野城市災害対策本部に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、

その職務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

（部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員が、これに当る。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を

置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指

名する者をもつて充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

（雑則）  

第５条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部

長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年４月１日から適用する。 

附 則（平成８年条例第15号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成24年９月25日条例第19号） 

この条例は、公布の日から施行する。  



■大野城市災害対策本部組織図

危機管理課

秘書室

情 報 総 括 班 危機管理課

受 援 調 整 班 必要時のみ

人事マネジメント課

総務管理課

財政課

財産管理課

出納室

給付金対策室

経営戦略課

デジタル推進課

プロモーション推進課

監査委員事務局

ＩＣＴ復旧班 デジタル推進課(地震発生時のみ)

建設管理課

公園街路課

都市計画課

連立・高架下活用推進課

循環型社会推進課

生活安全課

産 業 班 産業振興課

地 域 対 策 班 コミュニティ文化課

地域行政センター統括課

心のふるさと館

教育総務課

学校・地域連携課

教育支援課

スポーツ課

こども・若者政策課

子育て支援課

各保育所

総合窓口センター

国保年金課

人権男女共同参画課

市税課

納税課

福祉サービス課

生活支援課

介護支援課

すこやか長寿課

健康課

こども家庭センター

企 業 総 務 班 企業総務課

給 水 班 料金施設課

浄水・施設班 上下水道工務課

消防団

（本.1.2.3.4.5分団.女性班）

危機管理課(消防担当)

本部長付 消　　防　　団　　長 消 防 部 消 防 班

議 会 事 務 局 長 議 会 対 策 部 議 会 対 策 班

市長
副市長

教育長

危 機 管 理 部 長

議事課

上 下 水 道 局 長 上 下 水 道 部

市 民 生 活 部 長 市 民 対 策 部

市 民 支 援 班

輸送・調査班

すこやか福祉部長
福祉医療対策部

福 祉 班

医 療 救 護 班

環 境 経 済 部 長 環境経済対策部
環 境 班

地 域 創 造 部 長
教 育 部 長
こ ど も 未 来 部 長

避 難 対 策 部
避 難 対 策 班

大規模地震等発生時のみ

総 合 政 策 部 長 広 報 ・ 報 道 部

都 市 整 備 部 長 建 設 対 策 部 建 設 対 策 班

広報・報道班

本 部 総 括 部

本 部 班

総 務 財 政 部 長 総 務 対 策 部

総 務 班

財 政 調 達 班

公 共 施 設
被 害 調 査 班

大　野　城　市　防　災　会　議

災　害　対　策　本　部
部 班

平 常 時
構成組織本部長 副本部長

本　部　員
（部　長）
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初動活動期 応急活動期 復旧・復興活動期
１　班内職員の動員、配備に関すること → →
２　所管施設の被害防止又は軽減（避難誘導を含む）、被害調査に関すること → →
３　所管事項に関する業者、民間団体等への協力要請及び連絡調整に関すること → →
４　水防活動の協力に関すること → →
５　他班への応援に関すること →

６　所管事項に関する被害調査及び応急対策に関すること
１　災害対策本部、現地災害対策本部の設置・廃止に関すること → →
２　配備体制その他本部長命令の伝達に関すること → →
３　災害対策本部会議の庶務に関すること → →
４　防災行政無線の統制、活用に関すること →
５　防災会議委員その他関係機関との連絡調整に関すること → →
６　自衛隊の派遣要請並びに派遣部隊の受け入れに関すること → →
７　国、県及び他自治体等への応援要請並びに連絡調整に関すること → →
８　広域消防応援に関すること
９  災害救助法の適用申請に関すること → →
10  高齢者等避難、避難指示の発令及び警戒区域の設定に関すること
11  臨時ヘリポートの開設に関すること → →
12  仮置き場等の空地利用の調整に関すること → →
13　各種制限措置の解除・指示等に関すること → →
14　本部長・副本部長の秘書に関すること → →
15  他の部・班に属さないこと → →

16　総合的な応急対策の立案及び各部間の調整に関すること
17　災害視察、見舞者の接遇に関すること 1718  復旧・復興計画の総合企画及び調整に関すること

１　気象及び地震、原子力災害情報等の収集及び分析に関すること → →
２　各種気象情報の記録に関すること → →
３　各種被害情報の収集・取りまとめに関すること → →
４　各種被害情報の分析・予測に関すること → →
５　職員等の動員・配備のとりまとめに関すること → →
６　各部各班の活動状況の把握に関すること → →
７　通報内容の送致分類に関すること → →
８　情報総括担当者会議の開催に関すること → →
１  市民からの通報受付に関すること → →
２　防災情報地理システムへのとりまとめに関すること → →
３　職員の健康管理に関すること → →
１　車両その他輸送手段の確保、配車に関すること → →
２　庁舎会議室等の利用調整に関すること → →
３　応急対策活動に係る物品の調達に関すること →
４　避難者並びに災害対策従事職員等の食糧、必要物資の確保・調達に関すること → →
５　被災建築物の応急危険度判定に関すること →
６　災害救助法関係事務のとりまとめに関すること → →
７　災害対策に必要な金銭の出納及び保管に関すること → →
８  災害対策関係予算並びに資金の運用に関すること → →

９　物資集配拠点の開設及び救援物資の受け入れ・管理に関すること →
10　応急仮設住宅の用地確保、建設及び管理に関すること →
11　その他被災者向住宅供給に関すること →

12  義援金に関すること
１　市民への広報に関すること → →
２　報道機関への対応に関すること → →
３　被害記録・対応記録に関すること → →
１　水防活動全般に関すること →
２　道路・林道・農業用施設等の被害調査及び応急対策に関すること → →
３　斜面災害の被害調査及び応急対策に関すること → →
４　河川・道路等の障害物の除去に関すること → →
５　建設業団体等との連絡調整に関すること → →
６　交通規制の実施または協力に関すること → →
７　緊急輸送路の確保に関すること → →
８　急傾斜地等の安全対策並びに擁壁等危険箇所の安全確保に関すること → →

９　被災宅地応急危険度判定に関すること
１　仮設トイレの設置及びし尿・ごみ・災害廃棄物の処理に関すること → →
２　遺体の収容、火葬等に関すること → →
３　警察等との連携に関すること → →

４　動物の保護・収容及び環境対策に関すること →
５　緊急時環境放射線モニタリング実施への協力に関すること →
６　放射線物質による汚染の除去、放射性物質の付着した廃棄物の処理に関すること →
７　被災地及び指定避難所の巡回パトロール等に関すること →

１　商工会等関係団体との連絡調整に関すること → →
２　農協等関係団体との連絡調整に関すること → →

３　中小企業への融資対策に関すること
４　被災者への職業あっせんの協力に関すること

建設対策部 建設対策班

■ 大野城市災害対策本部事務分掌表

部　　名 班　　名
事　　務　　分　　掌

各　班　共　通

本部総括部

本　部　班

情報総括班

総務対策部

総　務　班

財政調達班

広報・報道部 広報・報道班

環　境　班

環境経済対策部

産　業　班

 2-8-1



初動活動期 応急活動期 復旧・復興活動期

■ 大野城市災害対策本部事務分掌表

部　　名 班　　名
事　　務　　分　　掌

１　区長との連絡調整に関すること → →
２　コミュニティ地区内における災害情報の共有化に関すること → →
３　高齢者等避難、避難指示の区長への伝達に関すること
１　避難者の誘導に関すること
２　避難所の開設、運営、閉鎖に関すること → →
３　避難者名簿の作成に関すること → →
４　現地災害対策本部への協力 → →
５　臨時へリポートの開設協力に関すること → →
６　児童・生徒の安全確保に関すること
７　応急教育に関すること → →
８　被災児童・生徒への学用品の供与に関すること → →
９　園児の安全確保に関すること
10　保育施設の被害調査及び臨時施設の設置等に関すること → →

11　避難所における救援物資の受け入れ・管理・配布に関すること
12　炊き出しに関すること
13　広域避難者の受け入れに関すること →

１　行方不明者名簿の作成に関すること → →
２　安否情報の収集、報告及び照会に対する回答に関すること → →
３　安否確認窓口の開設・運営に関すること → →
４　男女共同参画の視点を踏まえた災害対応に関すること → →

５　国民年金、国民健康保険税の減免等に関すること
１　緊急輸送に関すること → →

２　建物及び宅地等の被害調査（各区別集計表及び箇所図作成）に関すること →
３　り災証明書・被害届出証明書の発行に関すること
４　り災台帳の作成に関すること
５　市税の減免に関すること

１　要配慮者の避難支援に関すること → →
２　福祉避難所、福祉仮設住宅の確保に関すること → →
３　社会福祉協議会、ボランティア団体等との連絡調整に関すること → →

４　被災者台帳の整備に関すること
５　災害弔慰金・見舞金・被災者生活再生支援金の支給、災害援護資金等貸付に関すること
６　被災者への職業あっせんの協力に関すること

１　救護所の設置・管理に関すること → →
２　医師会等医療関係団体との連絡調整に関すること → →
３　後方支援病院の確保に関すること → →
４　医薬品・資機材等の調達に関すること → →

５　医療ボランティアの受け入れに関すること →
６　防疫活動に関すること →
７　被災者の健康管理に関すること →

議会対策部 議会対策班 １　議会・議員との連絡に関すること → →
１　部の総務に関すること → →
２　関係部局及び関係機関への連絡調整に関すること → →
３　情報の収集及び記録に関すること → →
４　福岡地区水道企業団との連絡調整等に関すること → →
１　応急給水活動に関すること → →
２　大口需要者等に対する個別要請及び指導に関すること → →
１　取水、浄水、送水、配水施設の運転、操作、復旧に関すること → →
２　原水、応急給水の水質検査、保全及び薬品管理に関すること → →
３　水道施設・下水道施設の被害調査及び復旧に関すること → →
４　管工事組合、建設業者への応援依頼・作業指導に関すること → →

※必要に応じて設置
１　災害対策本部全体の受援に関する状況把握・とりまとめに関すること → →
２　災害対策本部全体の資源の調達・管理に関すること → →
３　受援に関する各部各班の調整に関すること → →
４　自衛隊の派遣要請並びに派遣部隊の受け入れに関すること → →
５　国、県及び他自治体等への応援要請並びに連絡調整に関すること → →
６　広域消防応援に関すること
７　受援調整会議の開催に関すること → →
８　応援職員の受入れ及び支援に関すること → →
１　公共施設の詳細な被害調査に関すること
２　公共施設の継続使用の可否判断に関すること

広報・報道部 ICT復旧班 １　庁舎内のネットワーク・システム等の動作、被害状況調査、復旧活動に関すること

給　水　班

浄水・施設班

本部総括部 受援調整班

上下水道部

企業総務班

公共施設
被害調査班

総務対策部

避難対策部

地域対策班

避難対策班

市民対策部

市民支援班

輸送・調査班

福祉医療対策部

福　祉　班

医療救護班
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サイレン
(伝達システム)

アナウンス方法 アナウンスの内容 対象区域

下
流

①筒井橋の水位が「避難判断水位」に達し、さらに非常に激しい雨が降り続き水位の上昇が見込ま
れるとき
　・避難判断水位4.32m
　・氾濫危険水位4.69m
　・堤防高6.76m
②御笠川の洪水警報の危険度分布で「警戒（赤）」が出現した場合
③堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合

上
流

①落合橋（太宰府市）の水位が「避難判断水位」に達し、さらに非常に激しい雨が降り続き水位の上
昇が見込まれるとき
　・避難判断水位2.55m
　・氾濫危険水位2.82m
　・堤防高3.91m
②御笠川の洪水警報の危険度分布で「警戒（赤）」が出現した場合
③堤防に軽微な漏水・侵食等が発見された場合

土
砂
災
害

①１時間後又は２時間後までに土砂災害危険度情報（県砂防課）が「警戒（赤）」に達すると発表さ
れ、今後も大雨が降り続き危険性が高まる恐れがあるとき
②土砂災害の危険度分布（気象庁）が「警戒（赤）」に達したとき

土砂災害（特別）警戒区域のうち土
砂災害危険度情報（県砂防課）が
「警戒（赤）」となった区域及び被害が
想定される区域

下
流

①筒井橋の水位が「氾濫危険水位」に達し、さらに「避難指示水位」（氾濫危険水位 ＋1.0ｍ）を超え
る恐れがあるとき
　・氾濫危険水位4.69m
　・避難指示水位5.69m
　・堤防高6.76m
②御笠川の洪水警報の危険度分布で「危険（紫）」が出現した場合
③堤防に異常な漏水・侵食等が発見された場合
④牛頸ダムの管理者から、緊急放流開始予定の通知があった場合

上
流

①落合橋（太宰府市）の水位が「氾濫危険水位」に達し、さらに非常に激しい雨が降り続き水位の上
昇が見込まれるとき
　・氾濫危険水位2.82m
　・堤防高3.91m
②御笠川の洪水警報の危険度分布で「危険（紫）」が出現した場合
③堤防に異常な漏水・侵食等が発見された場合

土
砂
災
害

①１時間後又は２時間後までに土砂災害危険度情報（県砂防課）が「危険（紫）」に達すると発表さ
れ、今後も大雨が降り続き災害が発生する恐れがあるとき
②土砂災害の危険度分布（気象庁）が「危険（紫）」に達したとき
③土砂災害警戒情報が発表されたとき
④土砂災害の前兆現象（湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）が発見されたとき

①土砂災害（特別）警戒区域のうち
土砂災害危険度情報（県砂防課）が
「危険（紫）」となった区域及び被害が
想定される区域
②土砂災害の前兆現象が確認され
た区域及び被害が想定される区域

水
害

①決壊のおそれが高まった堤防個
所周辺を含む下流域
②越水（溢水）または破堤個所周辺
を含む下流域

土
砂
災
害

①土砂災害（特別）警戒区域のうち
土砂災害危険度情報（県砂防課）が
「災害切迫（黒）」となった区域
②土砂災害が確認された区域

  ※ 区域における「下流」「上流」とは、御笠川の本川を指し、牛頸川合流点を基準とする。

御笠川沿いの地域（左岸・右岸各々
約200m）とハザードマップに記載して
いる御笠川浸水想定区域を基本とす
る区域 ①災害対策本部の設置

　第１配備
②消防団全員出動の要
請
③業者への待機要請

警
戒
レ
ベ
ル
３

高
齢
者
等
避
難

①災害情報伝達システム
②市広報車による巡回広報
③消防車両による巡回広報
④各区公民館又は区長への
FAX送信
⑤該当要配慮者利用施設へ
のFAX送信
⑥防災メールまもるくん等
⑦災害情報等配信サービス
⑧緊急速報メール（エリア
メール）の送信
⑨市ホームページやSNS
⑩報道機関（ﾃﾚﾋﾞ・ﾗｼﾞｵ）に
よる広報

※「避難指示」発令後、災害
発生の危険度が高まり切迫
した状況となった場合、また
はさらなる避難の呼びかけが
必要な場合には、消防団、警
察、自主防災組織、近隣住
民等による直接的な声掛け
も行う。

警
戒
レ
ベ
ル
４

６０秒 ｻｲﾚﾝ

　休｜５秒

６０秒 ｻｲﾚﾝ

　休｜５秒

６０秒 ｻｲﾚﾝ

水防信号
第４信号

警
戒
レ
ベ
ル
５

①災害対策本部
　第２配備又は第３配備
②消防団出動
③状況により業者への出
動要請
④土のう作成、運搬、設
置

緊
急
安
全
確
保

・緊急放送、緊急放送、警戒レベル３、高齢者等避難。
・こちらは大野城市です。
・〇〇地区に洪水（土砂災害）に関する警戒レベル３、高齢者等避
難を発令しました。
・御笠川が氾濫するおそれのある水位に近づいています。（土砂災
害発生の危険性が高まっています。）
・いつでも避難できるよう準備を始め、危険だと思ったら早めに避難
をして下さい。
・高齢者や障害のある人など避難に時間がかかる方と、その避難
を支援する方は避難を開始して下さい。

①大雨特別警報（土砂災害）（警戒レベル５相当情報［土砂災害］）が発表された場合
②市内で土砂災害が発生したとき

・緊急放送、緊急放送、警戒レベル５、命を守る最善の行動をとって
ください。
・こちらは大野城市です。
・○時○分○○地区に洪水（土砂災害）に関する警戒レベル５、緊
急安全確保を発令しました。
・御笠川○○橋上流（下流）左（右）岸の堤防を水が越え始めまし
た。（ ○○地区でがけ崩れ（土石流）が発生しました。）
・大至急近くの安全な場所に避難するか、屋内の安全な場所に避
難してください。

①御笠川沿いの地域（左岸・右岸
各々約200m）とハザードマップに記
載している御笠川浸水想定区域を基
本とする区域
②漏水、亀裂等の個所周辺を含む
下流域

・緊急放送、緊急放送、警戒レベル４、避難開始。
・こちらは大野城市です。
・○時○分○○地区の浸水想定区域（土砂災害警戒区域・特別警
戒区域）に、洪水（土砂災害）に関する警戒レベル４、避難指示を発
令しました。
・御笠川が氾濫のおそれのある水位に到達しました。（土砂災害の
危険性が高まっています。）
・全員直ちに近くの指定避難所に避難して下さい。
・避難所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所に避難する
か、屋内の高いところに避難して下さい。

①災害対策本部第３配備
②消防団出動
③状況に応じて業者へ出
動要請
④状況に応じて県を通じ
て　自衛隊の出動要請

【留意事項】
　●夜間から早朝に判断基準に達する可能性がある場合は、早めに発令する。
　●強い降雨を伴う台風等が、立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想される場合は、早めに発令する。

【牛頸川について】
　●市内を流れる牛頸川は、計画規模（Ｌ１）において洪水浸水想定区域は設定されておらず、水位観測所も設定されてない。よって、現地（木の下橋・横峰橋）を確認し、必要に応じて避難情報を発令する。　 （瓦田の木の下橋橋脚には、市独自の水位線あり。）

大野城市避難指示等の判断基準（水害・土砂災害）

警戒
レベル

種類 区分 区域 判断基準

指示等の情報の発信

対　応

水
害

５秒　ｻｲﾚﾝ

  休｜６秒

５秒　ｻｲﾚﾝ

  休｜６秒

５秒　ｻｲﾚﾝ

水防信号
第２信号

①堤防に異常な漏水・侵食の進行や亀裂・すべりの発生等により決壊のおそれが高まった場合
②御笠川、牛頸川の越水（溢水）または破堤を確認したとき

避
難
指
示

水
害
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注意報及び警報の種類並びに発表の基準 

 
 福岡管区気象台から発表される注意報、警報のうち、水防活動の利用に適合するものとして、本市

に関するものは次のとおりである。 
（令和７年５月 29 日） 

区 分 種  類 基  準 

注意報 

大雨注意報 
 表面雨量指数  ２０ 

土壌雨量指数 １４７ 

洪水注意報 

御笠川流域雨量指数 １８．７ 

 牛頸川流域雨量指数 １２ 

※御笠川流域複合基準 

表面雨量指数１０かつ流域雨量指数１８.７ 

警 報    

大 雨 警 報      
表面雨量指数  ２９（浸水害） 

土壌雨量指数 ２０８（土砂災害） 

洪 水 警 報      

御笠川流域雨量指数 ２３．４ 

 牛頸川流域雨量指数 １５ 

※御笠川流域複合基準 

表面雨量指数２７かつ流域雨量指数２１ 

 
●土砂災害情報について 

■土砂災害警戒情報 
降雨による土砂災害の危険が高まったときに市町村長が避難指示を発令する際の判断や、自主避

難の参考となるよう、都道府県と気象庁が共同で発表している防災情報です。 
なお、この情報は、降雨から予測可能な土砂災害の内、避難指示の災害応急対応が必要な土石流

や集中的に発生する急傾斜地崩壊を対象としています。 
  

■土砂災害危険度情報 
土砂災害警戒情報を補捉する情報として、県が発表します。土石流と集中して発生するがけ崩れ

を対象としています。 
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特別警報の発表基準 
（平成 25年８月 30 日から発表） 

区 分 種  類 発   表   の   基   準 

特別警報 

大雨 
（浸水害） 
特別警報 

台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想され、若しく

は、数十年に一度の強度の台風や同程度の温帯低気圧により大雨になると予

想される場合 
大雨 

（土砂災害） 
特別警報 

暴風 
特別警報 

数十年に一度の強度の台風

や同程度の温帯低気圧によ

り 

暴風が吹くと予想される場合 

高潮 
特別警報 

高潮になると予想される場合 

波浪 
特別警報 

高波になると予想される場合 

暴風雪 
特別警報 

数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹

くと予想される場合 
大雪 

特別警報 
数十年に一度の降雨量となる大雪が予想される場合 

津波 
特別警報 

高いところで３メートルを超える津波が予想される場合 
（大津波警報を特別警報に位置付ける） 

火山噴火 
特別警報 

居住地域に重大な被害を及ぼす噴火が予想される場合 
（噴火警報（噴火警戒レベル４以上）及び噴火警報（居住地域）を特別警報

に位置付ける） 
地震 

（地震動） 
特別警報 

震度６弱以上の大きさの地震動が予想される場合 
（緊急地震速報（震度６弱以上）を特別警報に位置付ける） 

※洪水に係る特別警報は実施せず、引き続き指定河川洪水予報で対応 
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異常現象発見時の通報の流れ 

 

１ 通報義務 

 災害が発生するおそれがある異常な現象を発見した者は、遅滞なくその旨を市長（消

防本部を含む）、警察官等に通報しなければならない。 

 通報を受けた市長は、福岡管区気象台、県防災危機管理局及びその他関係機関に通報

しなければならない。 

 

 

■通報の流れ 

 

 

 
 警 察 官 

 

 
 

 

  
 

 

 
県防災危機管理局 

発 見 者 

     

 
 福岡管区気象台 

 

    

  
 

 
その他関係機関 

 

２ 通報を要する異常現象 

 

事    項 現           象 

気象に関する事項 ◆大雨、竜巻、強い降ひょう等 

地象に関する事項 ◆地割れ、亀裂、落石等 

水象に関する事項 
◆放置すれば決壊のおそれがある河川の堤防及びため池から

の漏水 

 

消 防 本 部 

市 役 所 
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雨量計設置箇所一覧 
 

番号 設 置 場 所 所 在 地 管理者 電話番号 

１ 春日・大野城・那珂川消防本部 春日市 消防本部 584－1191 

 

雨量観測所一覧 

 

水 系 観 測 所 名  所 在 地 

御笠川 那珂県土整備事務所 大野城市白木原 

御笠川 牛頸ダム管理所 大野城市牛頸 

御笠川 福岡管区気象台太宰府観測所 太宰府市向佐野 

 

水 位 観 測 所 
 
(1)那珂県土整備事務所（川底からの高さ） 

河川名 観測所 
水防団待機

水位 

はん濫注意

水位 

避難判断 

水位 

はん濫危険

水位 
観測者 

御笠川 
筒井橋 

(大野城市) 
2.70ｍ 3.50ｍ 4.32ｍ 4.69ｍ ﾃﾚﾒｰﾀｰ 

御笠川 
落合橋 

（太宰府市） 
1.50ｍ 2.10ｍ 2.55ｍ 2.82ｍ ﾃﾚﾒｰﾀｰ 

 
(2)大野城市（海抜） 

河川名 観測所 
水防団待機水位 

（最下青線） 

はん濫注意水位 

（黄線） 

はん濫危険水位 

（最上青線） 
観測者 

御笠川 梅林井堰 － － － 建設対策班 

御笠川 畑詰橋 13.14ｍ 13.94ｍ 15.13ｍ 建設対策班 

御笠川 御笠橋 14.54ｍ 15.34ｍ 16.53ｍ 建設対策班 

御笠川 筒井橋 15.44ｍ 16.24ｍ 17.43ｍ 建設対策班 

御笠川 落合橋 16.34ｍ 17.14ｍ 18.33ｍ 建設対策班 

牛頸川 木下橋 17.94ｍ 18.74ｍ 19.93ｍ 建設対策班 
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防災関係機関の連絡先一覧 
 

（令和７年 11 月現在） 
 

名称 電話番号 ＦＡＸ 防災無線 

福岡管区気象台 725-3631   

福岡県防災危機管理局 

 消防防災指導課 
643-3113 643-3117  

福岡県災害対策本部 
643-3986 

 ～3989 
643-3990 

78-700-7500 

～7504 

福岡県福岡地方災害対策本部 

（福岡農林事務所） 
735-6121 712-3485 78-801-701 

福岡県那珂県土整備事務所 513-5563 513-5606 78-821-711 

福岡県筑紫保健福祉環境事務所 513-5581 592-8444 78-821-751 

国土交通省福岡国道事務所 

福岡維持出張所 
682-7784 682-7745  

陸上自衛隊第４後方支援連隊 591-1020 591-1020  

春日･大野城･那珂川消防本部 584-1191 584-1200       

春日警察署 580-0110   

福岡県済生会二日市病院 923-1551   

福岡徳洲会病院 573-6622   

九州電力送配電㈱ 福岡南配電事業所 922-6124 928-6900           

NTT 西日本（株）九州支店 

（㈱NTT フィールドテクノ 九州支店 

福岡営業所 設備総括部門サービス 

運営・災害対策担当） 

476-6161 477-3940           

西部ガス㈱福岡支社 福岡供給部 633-2323 631-3794           

西日本高速道路（株）九州支社 

久留米管理事務所 
0942-43-4612   

西日本鉄道（株）二日市駅 922-2024   

九州旅客鉄道(株) 南福岡駅 582-6680 582-5380  
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１ 防災行政無線通信網の概要 

（１）福岡県防災・行政情報通信ネットワーク 

  

   各種災害から県民の生活・財産を守り、災害に対する予防・応急復旧等の業務を

迅速・的確に処理し、防災対策の強化を図る必要から、昭和５７年２月に県と市町

村（消防本部を含む）及び県出先機関並びに防災関係機関との間に無線電話回線を

構成して、防災に関する情報の収集・伝達に成果をあげてきた。 

   また、今日の防災行政の高度化、多様化への対応と平常時における一般行政への

活用を図るため、平成２９年度から令和元年度にかけて、「福岡県防災・行政情報

通信ネットワーク」を再整備し、運用を開始している。このネットワークは、地震

等による大規模災害にも対応できる災害危機管理システムであり、防災情報システ

ム、映像情報システム等を導入、通信機能の高度化を図り、県庁と国、市町村、防

災関係機関を結び、防災及び行政の情報を伝達する通信ネットワークとなっている。 

 

 

 

福岡県防災・行政情報通信ネットワーク 概念図 

 

ヘリコプター映像伝送
(アナログ/デジタル)

八幡総合庁舎
(臨時災害対策本部用
VSAT地球局)

無線中継所（局舎新設３箇所）

福岡県庁

市町村・消防本部

防災関係機関
(気象台・自衛隊等)農林事務所

県土整備事務所
ダム管理出張所

その他県出先事務所
(県税・教育事務所、

観測所等)

光回線(主回線)

地上無線回線
(副回線)

(映像および
Jアラート受信)

衛星無線回線

消防庁国土交通省内閣府

中央防災無線

衛星無線
(LASCOM)

公用車

防災情報
システム

86
630

1

14

34

1

整備対象箇所 １７２箇所 （１９４事務所）



　福岡県防災・行政情報通信ネットワーク

　防災事務だけでなく一般行政事務目的で利用できます

　次のものから、防災・行政電話をかけることができます。

　　・防災電話機、防災FAX

　　・県庁の内線電話機、ダイヤルイン接続のFAX

　　・農林事務所、県土整備事務所、総合庁舎、吉塚合同庁舎の内線電話機

　　・その他、一部の県出先機関・市町村・消防本部の内線電話機

　　　（利用できる機関は、電話番号の備考欄に“＊”,“＃”,“◆”,“○”で示しています）

Ⅰ（県内への発信）東京事務所含む

【通常のかけ方】　　光回線、地上無線回線（多重無線）を利用

(局番号) (内線番号)

 　　７８ - ○○○ - △△△△

【例】 ７８ － ７００ － ７０２４ 防災情報係（通話）

【非常時のかけ方】　　地上無線回線（２６０M無線）を利用

(局番号) (内線番号)

 　　７７ - ○○○ - △△△△

【例】 ７７ － ７００ － ７０２４ 防災情報係（通話）

【参考】庁内内線電話への発信

(局番号) (庁内内線番号４桁)

 　　７８ - ７００　　- ××××
          (局番号) (庁内内線番号２～３桁)

 　　７８ - ○○○ - ×××
          (局番号) (庁内内線番号３～４桁)

 　　７８ - ○○○ - ×××
          (局番号) (ゼロ)      (庁内内線番号)

 　　７８ - ○○○ -  ０  -   ×××
          (局番号) (ゼロ)

 　　７８ - ○○○ -  ０
          (局番号) (ゼロ)  　　　　　    (庁内内線番号)

 　　７８ - ○○○ -  ０  -(ﾂｰﾂｰ音)×××
          (局番号) (庁内内線番号)

 　　７８ - ○○○ - ×××
※　吉塚合同庁舎、その他の機関（＊、＃、◆、○）の内線電話機から発信する場合は、発信特番を付けて下さい。

（発信特番）

　吉塚合同庁舎 　　２ - ７８ - ○○○ - △△△△
　その他の機関 　 ？ - ７８ - ○○○ - △△△△　
（＊、＃、◆、○） 　　【注意】発信特番は機関ごとに異なります。各事務所の担当者にご確認ください。

（１）

 その他の機関(※)
 （備考欄に＃印）

交換台、代表課等に
つながります

 その他の機関(※)
 （備考欄に◆印）

「各庁内線」が利用できます
※ﾂｰﾂｰ音聴取後、庁内内線
番号をﾀﾞｲﾔﾙ。

 その他の機関(※)
 （備考欄に○印）

「各庁内線」が利用できます

 農林、県土整備事務所
 （単独庁舎）

「各庁内線」が利用できます

 総合、合同庁舎
局番号は出先機関(１１)参
照、「各庁内線」が利用でき
ます

 その他の機関(※)
 （備考欄に＊印）

「各庁内線」が利用できます

 県庁 「県庁内線」が利用できます

防災・行政電話のかけ方

 全機関
本番号簿に特記の場合、
そちらに従ってください

市町村・消防機関のみ
本番号簿に特記の場合、
そちらに従ってください

1259
タイプライタ
2-17-1



Ⅱ（県外への発信）

　　衛星を利用して、総務省・消防庁、他都道府県、県外市町村等へ電話・FAXがかけられます。

　　電話番号や利用方法は、自治体衛星通信機構のホームページ（http://www.lascom.or.jp）に掲載されています。

　県庁からは、次のようにダイヤルします。

　農林／県土整備事務所、総合庁舎、市町村、消防本部からは、次のようにダイヤルします。

　東京事務所からは次のようにダイヤルします。

Ⅲ（移動局への発信）

　農林、県土整備事務所の車載局などの移動局（７７－×××）へも通話できます。

　防災企画課防災情報係までお問い合わせください。

　総務部 防災危機管理局 防災企画課 防災情報係
　　内線 2485、2486、7024　　防災 78-700-7024、78-700-2485、78-700-2486

（２）

<問い合わせ＞

                                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (県番号)　　   (局番号３桁) 　  （内線番号　桁数は様々）

７９ -　　　                 　　　　　- △△△ - ○○○ - ××××

                                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (県番号)　    (局番号３桁) 　  （内線番号　桁数は様々）

　　７８-７００-７９-                             　 - △△△ - ○○○ - ××××

                                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     (県番号)　    (局番号３桁) 　  （内線番号　桁数は様々）

７９ - ７ -　　　    　　　　　　　　　　 - △△△ - ○○○ - ××××

※世代間接続番号
　地域衛星通信ネットワークでは第２世代と第３世代のシステムがあり、相互にまたがる通話はできないた
め、異なる世代のシステムを接続するための番号です。
　詳しくは、自治体衛星通信機構のホームページに掲載されている衛星電話番号簿の「第２世代・第３世代
の整備状況」や「第２世代・第３世代間の電話のかけ方」を参照してください。

世代間接続番号（※）

世代間接続番号（※）

世代間接続番号（※）
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令和７年度防災・行政電話番号 本庁
（かけ方 ： ７８ － 局番 － 内線番号） （同一局番内へのかけ方 ： 内線番号 のみ）

設置場所 局番 内線番号 備考 設置場所 局番 内線番号 備考

　知事室 700 7000 【企画・地域振興部】

　副知事室(秘書室） 〃 7001 　総合政策課 700 7032
　秘書室(知事室と切替） 〃 7000 【人づくり・県民生活部】

　知事公舎 852 0 　社会活動推進課 700 7092
　　 〃 　（ＦＡＸ） 〃 1 【保健医療介護部】

【総務部】 　部長室 700 7040
　部次長室 700 7010 　保健医療介護総務課 〃 7042
　行政経営企画課 〃 7012 【福祉労働部】

　人事課 〃 7013 　福祉総務課 700 7082
　県民情報広報課 〃 7016 【環境部】

　環境政策課 700 7052
【防災危機管理局】 【商工部】

    局長席 700 2107 　商工政策課 700 7062
　防災企画課 【農林水産部】

　　課長席 700 2480 　部長室（秘書室） 700 7070
　　企画監席 〃 7020 　農林水産政策課 〃 7072
　　防災企画係 〃 7021 【県土整備部】

　　防災情報係 〃 7024 　部長室（秘書室） 700 7100
　　原子力安全対策係 〃 2487 　県土整備総務課 〃 7102
　　国民保護係 〃 7022 　河川管理課 〃 7103
　　総括班 〃 2488 　砂防課 〃 7104
　消防防災指導課 　道路維持課 〃 7105
　　課長席 700 2490 　　ＦＡＸ 〃 7396
　　消防係 〃 7025 【建築都市部】

　　防災指導係 〃 7023 　建築都市総務課 700 7112
　災害対策本部室 〃 7500 【会計管理局】

　　　　〃 〃 7501 　会計課 700 7122
　　　　〃 〃 7502 【教育庁】

　　　　〃 〃 7503 　総務企画課 700 7132
　　　　〃 〃 7504 【企業局】

　　　　〃 〃 7530 　管理課 700 7142
　　　　〃 〃 7531 【県警本部】

　　　　〃 〃 7532 　警備課 700 7202
　　　　〃 〃 7533 　交通管制センター 〃 7203
　ネットワーク管理室（統制室） 〃 7026 　通信指令室 〃 7204
　ＦＡＸ(災害対策本部室） 〃 7390 【電話交換機室】

　ＦＡＸ(設備操作室） 〃 7393 　電話交換機室 700 7349
　ＦＡＸ(ネットワーク管理室（統制室）） 〃 7394 【県庁各課の庁内内線】

　宿直室 〃 7027 700 XXXX
　衛星回線無線室 〃 7330 　※「県庁電話番号簿」の「内線」欄を参照

　　　　〃 〃 7331 例：防災企画課防災情報係 700 2486

県庁では庁内内線電話の利用可能 斜体は庁内内線番号

（３）
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令和７年度防災・行政電話番号 出先機関(1) 農林事務所
（かけ方 ： ７８ － 局番 － 内線番号） （同一局番内へのかけ方 ： 内線番号 のみ）

設置場所 局番 内線番号 備考 設置場所 局番 内線番号 備考

【農林事務所】 　飯塚農林事務所 （飯塚総合庁舎）

　福岡農林事務所 （福岡西総合庁舎） 　　所長 820 700
　　所長室 801 700 〃 400

〃 300 　　総務課長 〃 701
　　総務課長 〃 302 〃 410
　　総務課 〃 701 　　ＦＡＸ（総務課） 〃 760

〃 303 　　農山村振興課長 〃 420
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 760 　　農業振興課長 〃 430
　　農山村振興課長 〃 310 　　農村整備第一課長 〃 440
　　農業振興課長 〃 350 　　農村整備第二課長 〃 705
　　農村整備第一課長 〃 320 〃 450
　　農村整備第二課長 〃 705 　　森林土木課長 〃 706

〃 360 〃 460
　　森林土木課長 〃 706 　　林業振興課長 〃 470

〃 330 　筑後農林事務所

　　林業振興課長 〃 340 　　所長 803 300
　　災害和室 〃 374 　　副所長 〃 301
　朝倉農林事務所 （朝倉総合庁舎） 　　総務課長 〃 701
　　所長 816 700 〃 310

〃 200 　　　庶務係 〃 311
　　総務課 〃 701 　　　会計係 〃 314
    総務課長 〃 210 　　ＦＡＸ（総務課） 〃 760
　　ＦＡＸ（総務課） 〃 760 　　農山村振興課長 〃 320
　　農山村振興課長 〃 220 　　　地域振興係 〃 321

〃 703 　　　農地係 〃 345
　　農業振興課長 〃 230 　　農業振興課長 〃 703
　　農村整備第一課長 〃 240 〃 330
　　農村整備第二課長 〃 250 　　　農業・金融係 〃 331
　　農村整備第三課長 〃 260 　　　畜産係 〃 337
　　森林土木課長 〃 706 　　　園芸特産･食の安全係 〃 334

〃 270 　　農村整備第一課長 〃 340
　　林業振興課長 〃 280 　　　管理係 〃 341
　　災害和室 〃 293 　　　計画係 〃 343
　八幡農林事務所 （八幡総合庁舎） 　　農村整備第二課長 〃 705
　　所長 702 700 〃 350

〃 500 　　　整備第一係 〃 352
　　総務課長 〃 701 　　　整備第二係 〃 357

〃 510 　　　整備第三係 〃 354
　　ＦＡＸ（総務課） 〃 760 　　農村整備第三課長 〃 360
　　農山村･林業振興課長 〃 702 　　　整備第一係 〃 363

〃 520 　　　整備第二係 〃 361
　　農村整備課長 〃 540 　　森林土木課長 〃 706
　　森林土木課長 〃 708 〃 370

〃 560 　　　治山係 〃 371
　　林業振興課長 〃 570 　　　林道係 〃 373
　　災害和室 〃 593 　　林業振興課長 〃 380
　北九州普及指導センター 　　　林業振興係 〃 381
　　センター長 702 300 　　　普及係 〃 383
　　地域振興課長 〃 310 　　災害和室 〃 394
　　園芸畜産課長 〃 321
本ページ掲載の機関では庁内内線電話の利用可能 斜体は庁内内線番号

（４）
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令和７年度防災・行政電話番号 出先機関(2) 農林事務所・県土整備事務所
（かけ方 ： ７８ － 局番 － 内線番号） （同一局番内へのかけ方 ： 内線番号 のみ）

設置場所 局番 内線番号 備考 設置場所 局番 内線番号 備考

　行橋農林事務所 （行橋総合庁舎） 【県土整備事務所】

　　所長室 814 700 　福岡県土整備事務所 （粕屋総合庁舎）

〃 400 　　所長 810 710
　　総務課 〃 701 〃 400

〃 703 　　総務課長 〃 711
〃 410 〃 403

　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 760 　　ＦＡＸ（総務課） 〃 761
　　農山村振興課 〃 708 　　管理課長 〃 712

〃 460 〃 420
　　農業振興課 〃 709 　　用地課長 〃 470

〃 420 　　道路課長 〃 713
　　　  〃　  補佐席 〃 702 〃 430

〃 423
　　農村整備第一課 〃 440
　　農村整備第二課 〃 450 　　河川砂防課長 〃 440
　　森林土木課 〃 706 　　都市施設整備課長 〃 450

〃 480 　　建築指導課長 〃 460
　　林業振興課 〃 490 　　災害和室 〃 494
　　災害和室 〃 503 　福岡県土整備事務所前原支所 （糸島総合庁舎）

　京築普及指導センター 　　支所長 815 710
　　センター長 814 350 〃 400
　　地域振興課 〃 351 　　庶務課長 〃 712
　　園芸畜産課 〃 353 〃 401

　　工務課長 〃 713
〃 406

　　ＦＡＸ（庶務課長） 〃 761
　　災害和室 〃 414

本ページ掲載の機関では庁内内線電話の利用可能 斜体は庁内内線番号

（５）

　　筑紫野古賀線バイパス
　　建設室長 〃 435
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令和７年度防災・行政電話番号 出先機関(3) 県土整備事務所
（かけ方 ： ７８ － 局番 － 内線番号） （同一局番内へのかけ方 ： 内線番号 のみ）

設置場所 局番 内線番号 備考 設置場所 局番 内線番号 備考

　久留米県土整備事務所 （久留米総合庁舎） 　　港湾河川課長 〃 340
　　所長 811 710 　　都市施設整備課長 〃 360

〃 500 　　災害和室 〃 393
　　総務課長 〃 711 　南筑後県土整備事務所柳川支所 （柳川総合庁舎）

〃 510 　　支所長室 812 710
　　　総務係 〃 513 〃 500
　　　会計係 〃 516 　　庶務課 〃 711
　　ＦＡＸ（総務課） 〃 761 〃 510
　　用地課長 〃 520 　　道路維持課 〃 530
　　  管理係 〃 594 　　ＦＡＸ（道路維持課） 〃 761
　　  用地係 〃 525 　　河川砂防課 〃 712
　　  災害用地係 596 〃 540
　　道路維持課長 〃 713 　　建築指導課 〃 570

〃 530 　　災害和室 〃 596
　　  維持係 〃 531 　直方県土整備事務所 （直方総合庁舎）

　　  交通安全係 〃 536
　　道路建設課長 〃 540 　　所長室 813 900
　　  建設第一係 〃 541 　　総務課長 〃 711
　　  建設第二係 〃 544 〃 910
　　河川砂防課長 〃 550 　　ＦＡＸ（総務課） 〃 761
　　  河川係 〃 551 　　用地課長 〃 930
　　  砂防係 〃 555 　　道路維持課長 〃 940
　　都市施設整備課長 〃 560
　　災害事業センター長 〃 504 　　　道路維持課維持係長 〃 920
　　災害事業第一課長 〃 570 　　道路建設課長 〃 950
　　　浸水対策第一係 〃 571
　　　浸水対策第二係 〃 575 　　河川砂防課長 〃 933
　　災害事業第二課長 〃 580
　　　災害河川係 〃 581
　　　災害砂防係 〃 585 　　都市施設整備課長 〃 935
　　建築指導課長 〃 565 　　建築指導課長 〃 970
　　  建設宅建業係 〃 566 　　災害和室 〃 716
　　  建築審査係 〃 568 〃 987

　京築県土整備事務所 （豊前総合庁舎）

　南筑後県土整備事務所 （大牟田総合庁舎） 　　所長 823 300
　　所長 822 710 　　副所長 〃 301

〃 300 　　総務課長 〃 310
　　地域整備企画監 〃 350 　　総務課 〃 711
　　総務課長 〃 711 　　用地課長 〃 712

〃 310 〃 320
　　  総務係 〃 311 　　用地課 〃 714
　　  会計係 〃 313 　　ＦＡＸ（用地課） 〃 761
　　ＦＡＸ（総務課） 〃 761 　　維持課 〃 713
　　用地課長 〃 320 　　道路課長 〃 330
　　  管理係 〃 322 　　河川砂防課長 〃 343
　　  用地第一係 〃 325 　　都市施設整備課長 〃 340
　　  用地第二係 〃 323 　　建築指導課長 〃 360
　　道路課長 〃 713 　　災害和室 〃 385

〃 330
　　  維持係 〃 333
　　  国道建設係 〃 337
　　  県道建設係 〃 335
本ページ掲載の機関では庁内内線電話の利用可能 斜体は庁内内線番号

（６）
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令和７年度防災・行政電話番号 出先機関(4) 県土整備事務所
（かけ方 ： ７８ － 局番 － 内線番号） （同一局番内へのかけ方 ： 内線番号 のみ）

設置場所 局番 内線番号 備考 設置場所 局番 内線番号 備考

　京築県土整備事務所行橋支所 （行橋総合庁舎） 　八女県土整備事務所 （八女総合庁舎）

　　支所長 814 300 　　所長室 817 300
　　庶務課長 〃 711 　　企画班 〃 313

〃 310
　　庶務課 〃 712 　　総務課 〃 711
　　ＦＡＸ（庶務課） 〃 761 〃 310
　　工務課長 〃 713 　　ＦＡＸ（総務課） 〃 761

〃 303 　　用地課 〃 712
　　災害和室 〃 716 〃 320

〃 384 　　道路維持課 〃 713
　朝倉県土整備事務所 （朝倉総合庁舎） 〃 329
　　所長 816 710 　　道路建設課 〃 714

〃 300 〃 330
　　　地域整備主幹 〃 345 　　河川砂防課 〃 715
　　総務課長 〃 711 〃 340

〃 310 　　都市施設整備課 〃 350
　　　総務係長 〃 312 　　建築指導課 〃 360
　　用地課長 〃 712 　　災害事業室 〃 431

〃 320 　　災害和室 〃 380
　　　管理係長 〃 321 　北九州県土整備事務所 （八幡総合庁舎）

　　道路課長 〃 713 　　所長 702 710
〃 330 〃 400

　　総務課 〃 711
　　ＦＡＸ（道路課） 〃 761 〃 430
　　河川砂防課長 〃 340 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 761
　　建築指導課長 〃 350 　　企画班 〃 439
　　災害和室 〃 364 　　用地課 〃 712
　　災害事業室長 〃 390 〃 450
　　災害河川係長 〃 391 　　道路課 〃 713
　　災害砂防課長 〃 394 〃 460

　　河川砂防課 〃 470
　　都市施設整備課 〃 480
　　建築指導課 〃 715

〃 440
　　災害和室 〃 494
　北九州県土整備事務所宗像支所 （宗像総合庁舎）

　　支所長 824 300
　　庶務課 〃 711
　　庶務課長 〃 712

〃 310
　　ＦＡＸ（庶務課） 〃 761
　　工務課 〃 713
　　工務課長 〃 330
　　災害和室 〃 373

本ページ掲載の機関では庁内内線電話の利用可能 斜体は庁内内線番号

（７）
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令和７年度防災・行政電話番号 出先機関(5) 県土整備事務所
（かけ方 ： ７８ － 局番 － 内線番号） （同一局番内へのかけ方 ： 内線番号 のみ）

設置場所 局番 内線番号 備考 設置場所 局番 内線番号 備考

　田川県土整備事務所 　飯塚県土整備事務所 （飯塚総合庁舎）

　　所長 819 710 　　所長 820 710
〃 901 〃 300

　　副所長（事務） 〃 902 　　総務課 〃 711
　　　　　   （技術） 〃 903 〃 310
　　企画班 〃 932 　　ＦＡＸ（総務課） 〃 761
　　総務課長 〃 711 　　用地課長 〃 712

〃 910 〃 320
　　　総務係 〃 911 　　道路維持課長 〃 330

〃 912 〃 713
〃 916 　　道路建設課長 〃 350

　　　会計係 〃 913 　　河川砂防課長 〃 340
〃 914 　　都市施設整備課長 〃 370

　　用地課長 〃 200 　　建築指導課長 〃 360
　  ２階コピーファクシミリ室 〃 712 　　災害和室 〃 383
　　ＦＡＸ（２階コピーファクシミリ室） 〃 761 　那珂県土整備事務所 （筑紫総合庁舎）

　　　管理係 〃 201 　　所長 821 710
〃 202 〃 200

　　　用地係 〃 203 　　総務課長 〃 711
〃 204 〃 210
〃 205 　　用地課長 〃 712

　　道路維持課長 〃 270 〃 220
　　　維持係 〃 713 　　ＦＡＸ（用地課） 〃 761

〃 211 　　道路課長 〃 713
〃 212 〃 230
〃 219 　　河川砂防課長 〃 240

　　　道路技術員 〃 217
〃 218 　　都市施設整備課長 〃 250

　　　交通安全係 〃 213 　　建築指導課長 〃 260
〃 214 　　災害和室 〃 293
〃 250

　　道路建設課長 〃 210
　　　建設１係 〃 215

〃 216
〃 269

　　　建設２係 〃 231
〃 232

　　河川砂防課長 〃 220
　　　河川係 〃 221

〃 222
　　　砂防係 〃 223

〃 224
　　国道バイパス建設室長 〃 240
　　　道路改良係 〃 241

〃 242
　　　トンネル・橋梁係 〃 243

〃 244
　　建築指導課長 〃 920
　　　 〃 　課 〃 921
　　災害和室 〃 265
本ページ掲載の機関では庁内内線電話の利用可能 斜体は庁内内線番号
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令和７年度防災・行政電話番号 出先機関(6) 保健福祉環境事務所
（かけ方 ： ７８ － 局番 － 内線番号） （同一局番内へのかけ方 ： 内線番号 のみ）

設置場所 局番 内線番号 備考 設置場所 局番 内線番号 備考

【保健福祉環境事務所】 　糸島保健福祉事務所 （糸島総合庁舎）

　筑紫保健福祉環境事務所 （筑紫総合庁舎） 　　所長 815 300
　　所長 821 400 　　保健監 〃 301
　　保健監 〃 405 　　副所長兼総務企画課長 〃 302
　　副所長 〃 401 　　総務企画課(総務係) 〃 752
　　環境長 〃 420 〃 303
　　総務企画課長 〃 751 　　総務企画課(企画指導係) 〃 751

〃 410 〃 305
　　　総務係 〃 411 　　社会福祉課長 〃 320

〃 412 　　健康増進課長 〃 340
　　　企画指導係 〃 413 　　保健衛生課長 〃 332

〃 414 　宗像・遠賀保健福祉環境事務所 （宗像総合庁舎）

　　健康増進課長 〃 430 　　所長 824 200
　　　健康増進係 〃 431 　　保健監 〃 202

〃 432 　　副所長兼総務企画課長 〃 201
〃 445 〃 751

　　　精神保健係 〃 438 　　　総務係 〃 210
〃 439 　　　企画指導係 〃 214
〃 443 　　健康増進課長 〃 280

　　保健衛生課長 〃 402 　　　健康増進係 〃 283
　　　食品衛生係 〃 417 　　　精神保健係 〃 285

〃 418 　　保健衛生課長 〃 220
〃 419 　　　食品衛生係 〃 221

　　　生活衛生係 〃 423 　　　生活衛生係 〃 224
〃 424 　　　感染症係 〃 229

　　　感染症係 〃 433 　　環境長 〃 230
〃 434 　　地域環境課長 〃 231

　　社会福祉課長 〃 404 　　　地域環境課 〃 232
　　社会福祉課 〃 435 　　環境指導課長 〃 234
　　　 〃 436 　　　環境指導第一係 〃 235

〃 437 　　　環境指導第二係 〃 237
　　保健衛生課感染症係 〃 403 　　災害和室 〃 373
　　保健衛生課食品衛生係 〃 415 　宗像・遠賀保健福祉環境事務所遠賀分庁舎 ＃

　　検査課長 〃 450 社会福祉課 901 70
　　検査課 〃 451 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　地域環境課長 〃 425 　嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 （飯塚総合庁舎）

　　地域環境課 〃 426 　　所長 820 200
〃 427 　　保健監 〃 202

　　環境指導課長 〃 440 　　副所長兼総務企画課長 〃 201
　　環境指導課 〃 444 　　総務企画課 総務係 〃 210

〃 441 　　　　　　　 企画指導係 〃 218
〃 442 　　健康増進課 〃 220
〃 428 　　　健康増進係 〃 221

　　ＦＡＸ（２Ｆ） 〃 593 　　　精神保健係 〃 226
　　ＦＡＸ（４Ｆ） 〃 574 　　保健衛生課 〃 250

　　　食品衛生係 〃 253
　粕屋保健福祉事務所 　　　生活衛生係 〃 255
　　所長 900 71 　　　感染症係 〃 251
　　総務企画課 〃 70 　　環境長 〃 960

　　地域環境課 〃 970
総合庁舎、＊＃の機関では庁内内線電話の利用可能 斜体は庁内内線番号
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令和７年度防災・行政電話番号 出先機関(7) 保健福祉環境事務所
（かけ方 ： ７８ － 局番 － 内線番号） （同一局番内へのかけ方 ： 内線番号 のみ）

設置場所 局番 内線番号 備考 設置場所 局番 内線番号 備考

　　環境指導課 〃 980 　北筑後保健福祉環境事務所久留米分庁舎 （久留米総合庁舎）

　　　環境指導第一係 〃 981 　　防災電話 811 751
　　　環境指導第二係 〃 983 　　環境長 〃 350
　　　環境指導第三係 〃 985 　　社会福祉課長 〃 344
　嘉穂･鞍手保健福祉環境事務所直方分庁舎 （直方総合庁舎） 　　環境課長 〃 351
　　副所長 813 300 　　検査課長 〃 360
　　社会福祉課 〃 320

〃 741 　南筑後保健福祉環境事務所 （柳川総合庁舎）

　　　児童家庭係 〃 321 　　所長室 812 200
　　　高齢･障がい福祉係 〃 325 　　参事 〃 201
　　保護課 〃 340
　　　保護第一係 〃 341 　　副所長兼総務企画課長 〃 202
　　　保護第二係 〃 351 　　防災電話 〃 743

　　総務企画課 総務係 〃 211
　　監査指導課 〃 310 　　　　　　　 企画指導係 〃 216
　田川保健福祉事務所 （田川総合庁舎） 　　健康増進課長 〃 240
　　防災電話 832 740 　　健康増進課 健康増進係 〃 244
　　ＦＡＸ（防災ＦＡＸ） 〃 763 　　健康増進課 疾病対策係 〃 247
　　所長 〃 300 　　　　　　　 精神保健係 〃 221
　　保健監 〃 301 　　保健衛生課長 〃 260
　　副所長(３Ｆ) 〃 302 　　保健衛生課 食品衛生第一係 〃 261
　　副所長(４Ｆ) 〃 303 　　　　　　　 食品衛生第二係 〃 264
　　総務企画課長 〃 394 　　　　　　　 生活衛生係 〃 271
　　総務企画課(総務係) 〃 305 　　　　　　　 感染症係 〃 231
　　総務企画課(医療扶助係) 〃 312 　南筑後保健福祉環境事務所八女分庁舎 （八女総合庁舎）

　　総務企画課(企画指導係) 〃 304 　　所長 817 200
　　社会福祉課 〃 317 　　副所長 〃 201
　　健康増進課(健康増進係) 〃 321 　　防災電話 〃 751
　　健康増進課(精神保健係) 〃 319 　　社会福祉課長 〃 210
　　保健衛生課(食品衛生係) 〃 382 　　社会福祉課 児童家庭係 〃 213
　　保健衛生課(生活衛生係) 〃 387  　　〃 高齢･障がい福祉係 〃 215
　　保健衛生課(感染症係) 〃 380 　　保護課長 〃 220
　　監査指導課 〃 318 　　防災電話 〃 752
　　検査課 〃 324 　　監査指導課長 〃 510
　　保護第１課 〃 331 　　環境長 〃 501
　　保護第２課 〃 341 　　防災電話 〃 753
　　保護第３課 〃 351 　　地域環境課長 〃 520
　　保護第４課 〃 361 　　環境指導課長 〃 530
　　保護第５課 〃 371 　京築保健福祉環境事務所 （行橋総合庁舎）

　　保護第６課 〃 356 　　所長 814 600
　北筑後保健福祉環境事務所 （朝倉総合庁舎） 　　保健監 〃 601
　　所長 816 400 　　副所長 〃 602
　　保健監 〃 401 　　環境長 〃 603
　　副所長 〃 402 　　総務企画課 〃 751
　　総務企画課 〃 751 　　総務企画課長 〃 610
　　総務企画課長 〃 410 　　健康増進課長 〃 640
　　保健衛生課長 〃 420 　　保健衛生課長 〃 630
　　健康増進課長 〃 470 　　社会福祉課長 〃 660
　　保護課長 〃 430 　　保護第一課長 〃 670

　　保護第二課長 〃 675
　　環境課長 〃 620

本ページ掲載の機関では庁内内線電話の利用可能 斜体は庁内内線番号

（１０）
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令和７年度防災・行政電話番号 出先機関(8) 県税事務所
（かけ方 ： ７８ － 局番 － 内線番号） （同一局番内へのかけ方 ： 内線番号 のみ）

設置場所 局番 内線番号 備考 設置場所 局番 内線番号 備考

【県税事務所】 　北九州東県税事務所 （小倉総合庁舎）

　　所長 830 730
　　副所長 914 74 〃 200
　　課税第一課長 〃 70 　　副所長 830 201

　　課税第一課 〃 731
　　課税第一課長 〃 210
　　課税第二課長 〃 220
　　収税第一課長 〃 250
　　収税第二課長 〃 240
　　ＦＡＸ（課税第一課） 〃 762
　北九州西県税事務所 ○

　東福岡県税事務所 （粕屋総合庁舎） 　　所長 911 70
　　所長 810 200
　　副所長 〃 201 　田川県税事務所 （田川総合庁舎）

　　課税第一課長 〃 210 　　　〃　（旧総務担当席） 832 211 次長・副長

　　課税第二課長 〃 220 　　　〃　（旧収納担当席） 〃 221 総務・収納担当

　　収税第一課長 〃 230 　　事務室（資料室） 〃 731
　　収税第二課長 〃 250

　飯塚・直方県税事務所 （飯塚総合庁舎）

　西福岡県税事務所 （福岡西総合庁舎） 　　所長 820 500
　　所長 801 200 　　副所長 〃 731
　　副所長 〃 201 　　課税第一課長 〃 510
　　課税第一課長 〃 202 　　　総務係 〃 511
　　　総務係 〃 731 　　課税第二課長 〃 520
　　課税第二課長 〃 243 　　収税第一課長 〃 530
　　収税第一課長 〃 210 　　収税第二課長 〃 533
　　収税第二課長 〃 230

　筑紫県税事務所 （筑紫総合庁舎）

　　所長 821 300
　　副所長 〃 731

〃 310
　　課税課 〃 312
　　収税第一課長 〃 320
　　収税第二課長 〃 330

本ページ掲載の機関では庁内内線電話の利用可能 斜体は庁内内線番号

（１１）

　博多県税事務所　　　　　　　（コネクトスクエア博多２・３F）

1259
タイプライタ
2-18-9



令和７年度防災・行政電話番号 出先機関(9) 県税事務所
（かけ方 ： ７８ － 局番 － 内線番号） （同一局番内へのかけ方 ： 内線番号 のみ）

設置場所 局番 内線番号 備考 設置場所 局番 内線番号 備考

　久留米県税事務所 （久留米総合庁舎） 　大牟田県税事務所 （大牟田総合庁舎）

　　所長 811 400 　　所長 822 200
　　副所長 〃 401 　　次長 〃 731

〃 731 〃 201
　　課税第一課長 〃 410 　　税務主幹 〃 220
　　課税第二課長 〃 420 　大牟田県税事務所山門地区相談窓口 （柳川総合庁舎）

　　収税第一課長 〃 450 　　山門地区相談窓口 812 310
　　収税第二課長 〃 440 　筑後県税事務所

　　次長 952 71
　行橋県税事務所 （行橋総合庁舎）

　　所長 814 200
　　次長 〃 731

〃 220

本ページ掲載の機関では庁内内線電話の利用可能 斜体は庁内内線番号

（１２）

　　朝倉地区県税相談窓口
　　（朝倉総合庁舎） 816 501
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令和７年度防災・行政電話番号 出先機関(10) ダム・中小企業振興事務所・教育事務所
（かけ方 ： ７８ － 局番 － 内線番号） （同一局番内へのかけ方 ： 内線番号 のみ）

設置場所 局番 内線番号 備考 設置場所 局番 内線番号 備考

【ダム管理出張所】 【中小企業振興事務所】

　日向神ダム ＃ 　福岡中小企業振興事務所 ○

　　管理出張所 700 7400 　　事務室 940 70
〃 7401 　久留米中小企業振興事務所 ＃

〃 7402 　　事務室 941 0
　　ＦＡＸ 〃 7405 　飯塚中小企業振興事務所

　南畑・五ケ山ダム ＃ 　　事務室 943 70
　　管理出張所 700 7410 　　所長室 〃 71

〃 7411 　北九州中小企業振興事務所 ＃

　　ＦＡＸ 〃 7415 　　事務室 942 0
　力丸・犬鳴ダム ＃ 　　事務室（FAX） 〃 75
　　管理出張所 700 7420

〃 7421 【教育事務所】

　　ＦＡＸ 〃 7425 　福岡教育事務所 ◆

　油木ダム ＃ 　　総務課 950 70
　　管理出張所 700 7430 　北九州教育事務所 ＃

〃 7431 　　総務課 955 70
　　ＦＡＸ 〃 7435 　北筑後教育事務所 ○

　ます渕ダム ＃ 　　所長 953 71
　　管理出張所 700 7440 　　総務課 〃 70

〃 7441 　南筑後教育事務所

　　ＦＡＸ 〃 7445 　　総務課 952 70
　陣屋ダム ＃ 　筑豊教育事務所 ＃

　　管理出張所 700 7450 　　所長 951 71
〃 7451 　　総務課 〃 70

　　ＦＡＸ 〃 7455 　京築教育事務所 ＃

　瑞梅寺ダム ＃ 　　総務課 954 70
　　管理出張所 700 7460

〃 7461
　　ＦＡＸ 〃 7465
　山神・牛頸・北谷ダム ＃
　　管理出張所 700 7470

〃 7471
　　ＦＡＸ 〃 7475
　鳴淵・猪野ダム ＃
　　管理出張所 700 7480

〃 7481
　　ＦＡＸ 〃 7485
　福智山ダム ＃
　　管理出張所 700 7490

〃 7491
　　ＦＡＸ 〃 7495
   藤波ダム ＃
　　管理出張所 700 7406

〃 7407
　　ＦＡＸ 〃 7408
   伊良原ダム ＃
　　管理出張所 700 7416

〃 7419
　　ＦＡＸ 〃 7418
＊＃◆○の機関では庁内内線電話の利用可能 斜体は庁内内線番号

（１３）
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令和７年度防災・行政電話番号 出先機関(11) 水産海洋技術センター・その他
（かけ方 ： ７８ － 局番 － 内線番号） （同一局番内へのかけ方 ： 内線番号 のみ）

設置場所 局番 内線番号 備考 設置場所 局番 内線番号 備考

【水産海洋技術センター】 　県庁 700 XXXX
　水産海洋技術センター ○

　　管理棟１階　事務室 920 70 【総合庁舎の各事務所の庁内内線】

　　管理棟２階　会議室 〃 71 　田川総合庁舎 832 XXX
　　研究棟２階　研究部 〃 72 　直方総合庁舎 813 XXX
　有明海研究所 ＃ 　飯塚総合庁舎 820 XXX
　　のり養殖課（庶務） 921 70 　八女総合庁舎 817 XXX
　豊前海研究所 ＃ 　柳川総合庁舎 812 XXX
　　漁業資源課（庶務） 922 70 　小倉総合庁舎 830 XXX

　豊前総合庁舎 823 XXX
【東京事務所】 ○ 　八幡総合庁舎 702 XXX

　朝倉総合庁舎 816 XXX
　　総務課 340 201 　行橋総合庁舎 814 XXX
　　会議室 〃 712 　筑紫総合庁舎 821 XXX
　　ＦＡＸ 〃 750 　福岡西総合庁舎 801 XXX

　糸島総合庁舎 815 XXX
　粕屋総合庁舎 810 XXX

　【消防学校】 ○ 　宗像総合庁舎 824 XXX
　　教官室・事務室 850 70 　大牟田総合庁舎 822 XXX
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　久留米総合庁舎 811 XXX

　【苅田港務所】 ＃

　　港務所 970 0
　　庶務課（転送不可） 〃 70
　　ＦＡＸ（庶務課） 〃 75 【吉塚合同庁舎の各事務所の庁内内線】

　吉塚合同庁舎 700-81 XXXX
　【流域下水道事務所】 （筑紫総合庁舎）

　　所長室 821 500
　　庶務課長 〃 729
       〃 〃 510
　　工務課長 〃 520
　　設備課長 〃 530

　【保健環境研究所】 ＊

　　大気課 944 70
　　ＦＡＸ（大気課） 〃 75

総合庁舎、＊＃◆○の機関では庁内内線電話の利用可能 斜体は庁内内線番号

（１４）

　※「吉塚合同庁舎電話番号」の「専用線」欄を参照

　※「県庁電話番号簿」の「内線」欄を参照

※衛星回線でのかけ方：７９－０４８－３００－３４０－内線番号

　※「出先機関電話番号簿」の「防災・行政電話」欄を参照

「専用線」欄の81以降の下4桁が内線番号です

（防災企画課が設置したもの）
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令和７年度防災・行政電話番号 市町村(1)
（かけ方 ： ７８ － 局番 － 内線番号） （同一局番内へのかけ方 ： 内線番号 のみ）

設置場所 局番 内線番号 備考 設置場所 局番 内線番号 備考

【市町村】 　行橋市 ＃

　福岡市 ＊ 　　総務課 213 70
　　市民局 防災･危機管理部 201 70 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　宿直室 〃 72
　北九州市 　豊前市 ＃

　　危機管理室危機管理課 100 70 　　総務課 214 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 100 75 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　大牟田市 ＊ 　　宿直室 〃 72
防災危機管理室 202 70 　中間市 ＃

　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　安全安心まちづくり課 215 70
　　当直室 〃 72 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　久留米市 　　宿直室 〃 72
　　防災対策課 203 70 　小郡市 ＃

　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　防災安全課 216 70
　　中央監視室 〃 72 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　直方市 　　宿直室 〃 72
　　防災・地域安全課 204 70 　筑紫野市 ＊

　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　危機管理課 217 70
　飯塚市 ＃ 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　防災安全課 205 70 　　守衛室 〃 72
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　春日市

　　宿直室 〃 72 　　安全安心課 218 70
　田川市 ＊ 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　安全安心まちづくり課 206 70 　　経営企画部長 〃 71
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　中央監視室 〃 72
　　宿直室 〃 72 　大野城市 ＃

　柳川市 　　危機管理課 219 70
　　総務課 207 70 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　守衛室 〃 72
　　警備員室 〃 72 　宗像市

　八女市 ＊ 危機管理課 220 70
　　防災安全課 210 70 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 災害対策本部（第二委員会室） 〃 71
　　宿直室 〃 72 　　警備員室 〃 72
　筑後市 　太宰府市 ＊

　　防災安全課 664 74 　　防災安全課 221 71
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　大川市 ＊ 　　警備員室 〃 72
　　地域支援課 212 70 　古賀市 ＃

　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　総務課 223 70
　　宿直室 〃 72 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75

　　宿直室 〃 72

＊＃◆○の機関では庁内内線電話の利用可能

（１５）
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令和７年度防災・行政電話番号 市町村(2)
（かけ方 ： ７８ － 局番 － 内線番号） （同一局番内へのかけ方 ： 内線番号 のみ）

設置場所 局番 内線番号 備考 設置場所 局番 内線番号 備考

　福津市 ＊ 　須恵町

　　防災安全課 362 70 　　総務課 344 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　警備員室 〃 72 　　警備員室 〃 72
　うきは市 ◆ 　新宮町

　　市民協働推進課 481 70 　　地域協働課 345 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　管理室 〃 72 　　管理人室 〃 72
　宮若市 ＊ 　久山町 ＊

　　総務課 403 70 　　総務課 348 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　宿直室 〃 72 　　控室 〃 72
　嘉麻市 　粕屋町 ＃

　　防災対策課 423 70 　　総務課 349 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　管理人室 〃 72 　　管理人室 〃 72
　朝倉市 ＃ 　芦屋町 ＊

　　防災交通課 209 70 　　総務課 381 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　警備員室 〃 72 　　守衛室 〃 72
　みやま市 ＊ 　水巻町 ＃

　　地域・防災課 561 70 　　総務課 382 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　当直室 〃 72 　　警備員室 〃 72
　糸島市 ＃ 　岡垣町 ＃

　　危機管理課 222 70 　　地域づくり課 383 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
災害対策運営室 〃 71 　　警備室 〃 72
　　管理人室 〃 72 　遠賀町 ＊

　那珂川市 ＊ 　　総務課 384 70
　　安全安心課 305 70 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　警備員室 〃 72
　　管理人室 〃 72 　小竹町 ＊

　宇美町 ＃ 　　総務課 401 70
　　危機管理課 341 70 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　宿直室 〃 72
　　宿直室 〃 72 　鞍手町 ＊

　篠栗町 ＊ 　　まちづくり課 402 70
　　総務課 342 70 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　宿直室 〃 72
　　警備員室 〃 72 　桂川町 ＊

　志免町 ＃ 　　総務課 421 70
　　生活安全課 343 70 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　管理人室 〃 72
　　警備員室 〃 72 　筑前町 ＃

　　環境防災課 444 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　警備員室 〃 72

＊＃◆○の機関では庁内内線電話の利用可能

（１６）

1259
タイプライタ
2-18-14



令和７年度防災・行政電話番号 市町村(3)
（かけ方 ： ７８ － 局番 － 内線番号） （同一局番内へのかけ方 ： 内線番号 のみ）

設置場所 局番 内線番号 備考 設置場所 局番 内線番号 備考

　東峰村 ＃ 　福智町 ＊

　　総務企画課 446 70 　　防災管理・管財課 603 70
　　FAX（総務企画課） 〃 75 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　宿直室 〃 72 　　宿直室 〃 72
　大刀洗町 ＃ 　苅田町 ＊

    総務課 503 70 　　総務課危機管理室 621 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　警備員室 〃 72 　みやこ町

　大木町 　　総務課 623 70
　　総務課 522 70 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　管理人室 〃 72
　　警備員室 〃 72 　吉富町 ＃

　広川町 　　未来まちづくり課 642 70
　　企画課 544 70 　　ＦＡＸ（未来まちづくり課・宿直室） 〃 75
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　宿直室 〃 72
　　宿直室 〃 72 　上毛町 ＊

　香春町 ＊ 　　総務課 644 70
　　総務課 601 70 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　宿直室 〃 72
　　宿直室 〃 72 　築上町 ＊

　添田町 ＃ 　　総務課 641 70
　　防災管理課 602 70 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　会議室 〃 71
　　住民課 〃 71 　　宿直室 〃 72
　　管理人室 〃 72
　糸田町 ＊

　　防災管財課 604 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　健康福祉課 〃 71
　　当直室 〃 72
　川崎町 ＊

　　防災管財課 605 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　警備室 〃 72
　大任町 ＃

　　総務企画財政課 608 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　宿直室 〃 72
　赤村 ＃

　　総務課 609 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　宿直室 〃 72

＊＃◆○の機関では庁内内線電話の利用可能

（１７）
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令和７年度防災・行政電話番号 消防機関
（かけ方 ： ７８ － 局番 － 内線番号） （同一局番内へのかけ方 ： 内線番号 のみ）

設置場所 局番 内線番号 備考 設置場所 局番 内線番号 備考

【消防機関】 　みやま市消防本部

　北九州市消防局 　　通信指令室 666 70
　　消防指令ｾﾝﾀｰ 100 71 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 72 　　災害対策室 〃 72
  福岡市消防局 ＊ 　直方市消防本部 ＊

　　災害救急指令センター 130 70 　　指令室 667 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　筑紫野太宰府消防本部 ＃ 　飯塚地区消防本部

　　通信室 650 70 　　指令課 668 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　事務室 〃 71 　田川地区消防本部

　春日・大野城・那珂川消防本部 ＃ 　　指令課通信指令室 669 70
　　災害対策室 651 70 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　副署長 〃 71
　宗像地区消防本部 ＊ 　　本部総務課 〃 72
　　通信室 652 70 　直方･鞍手広域市町村圏事務組合消防本部

　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　通信指令室 670 70
　糸島市消防本部 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　指令室 653 70 　行橋市消防本部

　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　通信指令室 671 70
　粕屋南部消防本部 ＊ 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　警防課 654 70 　　警防課 〃 71
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　京築広域圏消防本部

　　救急課 〃 72 　　警防課指令係 672 70
　粕屋北部消防本部 ＃ 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　災害対策室 655 70 　苅田町消防本部

　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　通信指令室 621 76
　中間市消防本部 ＃ 　筑後地域消防指令センター

　　指令室 656 70 　　指令管制室 674 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　遠賀郡消防本部 ＃

　　指令室 657 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　久留米広域消防本部

　　代表（消防本部４階） 658 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　甘木・朝倉消防本部

　　作戦室 659 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　大牟田市消防本部 ＃

　　警防課 661 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　柳川市消防本部

　　情報通信室 662 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　　警防課 〃 71
　八女消防本部

　　指令情報班 663 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75
　筑後市消防本部 ＊

　　指令室 664 70
　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75

＊＃◆○の機関では庁内内線電話の利用可能

（１８）
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令和７年度防災・行政電話番号 防災関係機関
（かけ方 ： ７８ － 局番 － 内線番号） ２６０Ｍ無線局　（かけ方 ： ７７ － 局番 － 内線番号）

設置場所 局番 内線番号 備考 設置場所 局番 内線番号 備考

【防災関係機関】 【防災関係機関】

　福岡管区気象台 　第七管区海上保安本部

　　予報現業室 981 70 　　運用司令センター 985 70
　　　ＦＡＸ（　〃　） 〃 75 　　環境防災課 〃 71

　　警備課 〃 72
　　刑事課 〃 73
　陸上自衛隊第４師団司令部

　　第３部防衛班 983 70
　　第２部情報班 〃 71
　　司令部当直室 〃 72
　　作戦準備室 〃 73
　航空自衛隊

　　西空司令部防衛部 〃 71
　　西警団防衛部 〃 72

　　西警団指揮所 〃 74
　日本赤十字社福岡県支部

　　事務室 980 0
　ＮＨＫ福岡放送局

　　ﾆｭｰｽｾﾝﾀｰ報道ﾌﾛｱ 982 内線無

主に夜
間休日70984　　西空司令部当直幕僚室

（１９）

主に夜
間休日73〃　　西警団当直室
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令和７年度防災・行政電話番号 サーベイメータ設置機関
（かけ方 ： ７８ － 局番 － 内線番号）

設置場所 局番 内線番号 備考

【サーベイメータ設置機関】

　計量検定所

　　コピー室 961 70
　　FAX（コピー室） 〃 75
　工業技術センターインテリア研究所

　　事務室 962 70
　　FAX（事務室） 〃 75
　福岡普及指導センター ＊

　　情報センター 963 70
　　FAX（情報センター） 〃 75
　南筑後普及指導センター ＃

　　情報センター 964 70
　　FAX（情報センター） 〃 75
　農林業総合試験場 ＊

　　総務課 965 70
　　FAX（総務課） 〃 75
　農林業総合試験場資源活用研究センター ＃

　　苗木・花き部事務室 966 70
　　FAX（苗木・花き部事務室） 〃 75
　北部家畜保健衛生所 ＃

　　事務室 967 70
　　FAX（事務室） 〃 75
　九州歴史資料館 ＃

　　総務室 968 70
　　FAX（総務室） 〃 75
　門司学園高等学校 ＃

　　事務室 969 70
　　FAX（事務室） 〃 75
　福岡女子大学 ＊

　　事務室Ａ 971 70
　　FAX（事務室Ａ） 〃 75
　北筑前普及指導センター ＊

　　情報センター 973 70
　　FAX（情報センター） 〃 75

＊＃◆○の機関では庁内内線電話の利用可能

（２０）
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2-19-1 

 
福岡県災害調査報告実施要綱 

 
制定 昭和３９年 ５月２１日 

改正 平成 ６年 ４月 １日 

   平成１０年 ４月 １日 

（趣 旨） 

第１ この要綱は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第５３条の規定による報告及び他

関係法令又は各省（庁）の要請等により、災害が発生した場合における被害状況を迅速かつ、的

確に把握し、もって災害地域の災害応急対策を行うため必要な調査報告事項等について定めるも

のとする。 

（定 義） 

第２ この要綱において「災害」とは、災害対策基本法第２条第１号に規定する災害をいう。 

（総括事務） 

第３ この災害状況の調査についての総括事務は、次に掲げる区分により行うものとする。 

 １ 災害対策本部が設置されないとき、又は設置されるまでの間は、総務部消防防災課において行

う。 

 ２ 災害対策本部が設置されたときは、総合指令部（総括班）において行う。 

（報告責任者） 

第４ 災害時における事務のふくそうをさけるため、市町村長及び関係出先機関の長はあらかじめ報

告責任者（この場合「災害報告主任」という。）及び副主任を定めておくものとする。（報告すべ

き災害） 

第５ 市町村長から知事に報告すべき災害はおおむね次のとおりとする。 

 １ 災害救助法の適用基準に合致するもの。 

 ２ 県又は市町村が災害対策本部を設置したもの。 

 ３ 災害が最初は軽微であっても今後拡大発展するおそれのあるもの、又は２市町村以上にまたが

るもので、１の市町村における被害は軽微であっても全県的に見た場合に同一災害で大きな被害

を生じているもの。 

４ 災害による被害に対し、国又は件の特別の財政援助を要するもの。 

５ 災害の状況及びそれが及ぼす社会的影響等から見て報告の必要があると認められるもの。 

（報告及び提出部数） 

第６ 市町村長、関係出先機関の長及び本庁関係各部長は、災害による被害状況を次に掲げる区分に

より知事（又は災害対策本部長）に報告するものとし、被害の判定基準は別表１によるものとす

る。 

 １ 即報 

   災害の発生に際し、死傷者、住家等の被害が発生し、または避難が行われた場合にあっては、

ただちに災害概況即報（様式第１号）を防災行政無線又は電話（ファクシミリを含む。）をもって

報告するものとする。 

以後、新たに被害が発生したとき、または増大した場合はその都度遅滞なく様式第１号を提出

するものとする。 

   前記報告のほか、判明した被害状況については様式第２号に掲げる事項を速やかに報告するも

のとし、以後にあっては毎日、下記に定める時間までに報告するものとする。 

   なお、被害件数等は「累計数」として取り扱うものとする。 

 

区   分 報  告  時  間 

市 町 村 長 １０時００分 １５時００分 

出先機関の長 １０時３０分 １５時３０分 

各 部 長 １１時００分 １６時００分 
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２ 詳 報 

   災害発生後市町村長にあっては５日以内に、関係出先機関の長にあっては７日以内に、それぞ

れの関係機関に様式第２号又は様式第３号を提出するものとし、関係各部長は関係出先機関の長

からの報告を受けた後、速やかに同様式に掲げる事項を知事（又は災害対策本部長）に提出する

ものとする。 

 ３ 確定報告 

   応急対策を終了したとき、または災害対策本部を解散した日から１５日以内に様式第２号又は

様式第３号を前項に準じて提出しなければならない。 

   確定報告は、即報及び詳報をもって報告した被害状況の総括的なものであって、その被害の実

態を把握するために必要な証明書、現地写真、図面その他必要な資料を添付するものとする。 

 ４ 提出部数 

 （１）出先機関の長は、各様式とも２部作成し関係部長に提出するものとする。 

 （２）各部長は、１部を知事（対策本部長）又は総務部長に提出するものとする。 

    なお、市町村長が出先機関を経由せず直接関係部長あて報告するものにあっては、出先機関

の長に準じ２部提出するものとする。 

（報告の順序） 

第７ 市町村長、関係出先機関の長及び関係各部長の行う災害被序によるものとする。 

   但し、応急対策等のため急を要すると認められるときは、これによらないことができる。 

 １ 市町村長の報告 

 （１）災害概況及び被害状況即報 

   （様式第１号・様式第２号の１） 

  

 

   【地方本部未設置時】                【本部未設置時】 

 （２）被害状況確定報告 

   （様式第２号の１） 

 

 

            【本部未設置時】 

 （３）社会福祉施設関係被害即報 

   （様式第２号の２） 

 

 （４）保健環境関係被害即報・詳報・確定報告 

   （様式第２号の３、様式第３号の１） 

 

 
 
 （５）商工業関係被害即報・詳報・確定報告 

   （様式第２号の４、様式第３号の２） 

 

 

 （６）農業関係被害即報・詳報・確定報告 

   （様式第 2 号の 5､様式第 3 号の 3､4､5､6､7､8､9､10､11､12､13､14､15） 

 

 

 （７）林業関係被害即報・詳報・確定報告 

   （様式第２号の６、７、８、９、１０） 

 

市町村 地方本部 警戒本部・対策本部 消防防災
課 

警戒本部・対策本部 消防防災課 

市町村 保健福祉環境事務所 

市町村 保健福祉環境事務所 

政令市・大牟田市 保健福祉部 

市町村 商工事務所 

市町村 農林事務所 

市町村 農林事務所 

市町村 
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 （８）水産関係被害即報・詳報・確定報告 

   （様式第２号の１１、１２） 

 
 
 （９）土木関係被害即報・詳報・確定報告 

   （様式第２号の１３、様式第３号の１６） 

 
 
（１０）建築都市関係被害即報・詳報・確定報告 

    （様式第２号の１４、１５、様式第３号の１７） 

 

 
 
 

 

 （１１）教育関係被害即報・詳報・確定報告 

    （様式第２号の１６） 

 
 
２ 出先機関の長の報告 
   市町村から報告を受けた出先機関の長は、速やかに関係部長に報告するものとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 各部長の報告 

（１）各部長は、出先機関の長からの報告を受けた後、速やかにその状況を書面をもって知事（又は

災害対策本部長）に報告するものとする。 

（２）被害額については、様式第４号により報告するものとする。 

（３）災害対策本部が設置されないときは、災害ごとに様式第２号の１及び様式第４号を総務部長（消

防防災課）に報告するものとする。 

 

  附 則 

 

この要綱は、平成１０年４月１日から施行する。 

市町村 海洋技術センター 

市町村 土木事務所 

市町村 土木事務所 

福岡土木事務所管内市町村 建築都市部 

流域下水道事務所 

市町村 教育事務所 

福祉事務所 

保 健 所 

商工事務所 

農林事務所 

海洋技術センター 

土木事務所 

流域下水道事務所 

教育事務所 

関係部長 

総務部長 

 

知事（本部長） 
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無線設備等一覧 
 

（１）災害情報伝達システム                  （令和５年 11月現在） 

局番号 無線局種別 所管課 設 置 場 所 無線局名 
0 基地局 危機管理課 曙町 2 丁目 2 番 1 号 大野城市役所 

1 拡声子局 危機管理課 仲畑 1 丁目 414 番 梅林 

2 拡声子局 危機管理課 御笠川 1 丁目 29 番 畑詰 

3 拡声子局 危機管理課 御笠川 2 丁目 12番 11 彦田 

4 拡声子局 危機管理課 平野台 4 丁目 3 番 17 平野台 

5 拡声子局 危機管理課 大字乙金 618 番 12 大野城市総合体育館 

6 拡声子局 危機管理課 仲畑 2 丁目 115 番 仲畑中央公園 

7 拡声子局 危機管理課 中 1 丁目 20番 1 号 御陵中学校 

8 拡声子局 危機管理課 川久保 1 丁目 7 番 1 号 中公民館 

9 拡声子局 危機管理課 川久保３丁目 13 番 蓮町公園 

10 拡声子局 危機管理課 乙金 2 丁目 5 番 18 号 乙金公民館 

11 拡声子局 危機管理課 乙金 1 丁目 18番 1 号 大野東小学校 

12 拡声子局 危機管理課 御笠川 1 丁目 17番 1 号 北コミュニティ 

13 拡声子局 危機管理課 乙金台 2 丁目 17番 3 号 乙金台公民館 

14 拡声子局 危機管理課 大城 3 丁目 29番 1 号 大城小学校 

15 拡声子局 危機管理課 御笠川 6 丁目 4 木町公園 

16 拡声子局 危機管理課 大字瓦田 汐井川池 

17 拡声子局 危機管理課 東大利 4 丁目 8 番 1 号 下大利小学校 

18 拡声子局 危機管理課 山田 4 丁目 17番 1 号 大野北小学校 

19 拡声子局 危機管理課 雑餉隈町 3 丁目 3 番 7 号 雑餉隈町公民館 

20 拡声子局 危機管理課 筒井 3 丁目 8 番 1 号 上筒井公民館 

21 拡声子局 危機管理課 瓦田 3 丁目 2 番 1 号 大野小学校 

22 拡声子局 危機管理課 白木原 3 丁目 11番 1 号 大野中学校 

23 拡声子局 危機管理課 東大利 1 丁目 12番 5 号 東大利公民館 

24 拡声子局 危機管理課 上大利 1 丁目 6 番 1 号 大利中学校 

25 拡声子局 危機管理課 下大利団地 4 番 2 号 下大利団地公民館 

26 拡声子局 危機管理課 下大利５丁目 12 新池 

27 拡声子局 危機管理課 上大利 2 丁目 18番 1 号 上大利公民館 

28 拡声子局 危機管理課 上大利 5 丁目 17 三兼池公園 

29 拡声子局 危機管理課 南ケ丘 1 丁目９ 旭ケ丘公園 

30 拡声子局 危機管理課 南ケ丘 2 丁目 19番 1 号 南ケ丘１区公民館 

31 拡声子局 危機管理課 緑ケ丘４丁目 6 緑ケ丘児童公園 

32 拡声子局 危機管理課 南ケ丘 4 丁目 18番 1 号 大野南小学校 

33 拡声子局 危機管理課 横峰 2 丁目 4 番 1 号 平野小学校 

34 拡声子局 危機管理課 月の浦１丁目５ 月の浦近隣公園 

35 拡声子局 危機管理課 大字牛頸 1357 番地 5 牛頸公民館 

36 拡声子局 危機管理課 つつじケ丘 4 丁目 1 番 1 号 平野中学校 

37 拡声子局 危機管理課 つつじケ丘 3 丁目 1 番 1 号 つつじケ丘近隣公園 

38 拡声子局 危機管理課 つつじケ丘 6 丁目 10 長者原公園 

39 拡声子局 危機管理課 月の浦５丁目１ 月の浦西公園 

40 拡声子局 危機管理課 月の浦 3 丁目 22番 1 号 月の浦小学校 

41 拡声子局 危機管理課 平野台 1 丁目 20番 7 号 平野台公民館 

42 拡声子局 危機管理課 中 3 丁目 14 桑ノ浦公園 

43 拡声子局 危機管理課 南大利 2 丁目 1 番 日の浦池公園 

44 拡声子局 危機管理課 山田 1 丁目９ 山田１号公園 

45 拡声子局 危機管理課 乙金東 2 丁目 1089 番地 1 月見ケ丘公園 2 

46 拡声子局 危機管理課 牛頸 1 丁目 4 番 月の浦配水池 

47 拡声子局 危機管理課 大字牛頸 422 番 牛頸浄水場 

48 拡声子局 危機管理課 乙金 3 丁目 19 番 乙金多目的広場 

49 拡声子局 危機管理課 乙金東 1 丁目 910 番 141 乙金区画整理 

50 拡声子局 危機管理課 平野台１丁目１－46 平野台さくら公園 

51 拡声子局 危機管理課 乙金東３丁目５番 43 号 乙金東公民館 
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52 拡声子局 危機管理課 下大利２丁目 10番 10 号 下大利公民館 

53 拡声子局 危機管理課 大城４丁目 27 番 おおぎ市営住宅 

54 拡声子局 危機管理課 若草１丁目６番 23 号 若草公民館 

55 拡声子局 危機管理課 仲畑４丁目 21 番１号 仲島公民館 

56 拡声子局 危機管理課 大城２丁目 18 通り谷公園 

57 拡声子局 危機管理課 下大利４丁目１番 水城駅前 

58 拡声子局 危機管理課 若草４丁目７ 日の浦公園 

59 拡声子局 危機管理課 牛頸４丁目３ 塚原公園 

60 拡声子局 危機管理課 栄町１丁目１番 11 号 栄町公民館 

- 簡易中継局 危機管理課 緑ヶ丘４丁目６ 緑ヶ丘児童公園 

 

 

 

（２）市内小中学校（J-ALERT機器） 

No 所管課 設 置 場 所 局名 

1 危機管理課 瓦田 3 丁目 2 番 1 号 大野小学校 

2 危機管理課 山田 4 丁目 17 番 1 号 大野北小学校 

3 危機管理課 南ケ丘 4 丁目 18 番 1 号 大野南小学校 

4 危機管理課 乙金 1 丁目 18 番 1 号 大野東小学校 

5 危機管理課 上大利 1 丁目 7 番 1 号 大利小学校 

6 危機管理課 横峰 2 丁目 4 番 1 号 平野小学校 

7 危機管理課 大城 3 丁目 29 番 1 号 大城小学校 

8 危機管理課 東大利 4 丁目 8 番 1 号 下大利小学校 

9 危機管理課 御笠川 1 丁目 7 番 1 号 御笠の森小学校 

10 危機管理課 月の浦 3 丁目 22 番 1 号 月の浦小学校 

11 危機管理課 白木原 3 丁目 11 番 1 号 大野中学校 

12 危機管理課 乙金台 2 丁目 5 番 1 号 大野東中学校 

13 危機管理課 上大利 1 丁目 6 番 1 号 大利中学校 

14 危機管理課 つつじケ丘 4 丁目 1 番 1 号 平野中学校 

15 危機管理課 中 1 丁目 20 番 1 号 御陵中学校 

 

 

 

（３）移動系 

無線局種別 呼出名称 形態 設置場所等 備 考 

移 動 局 ぼうさい 101～172 携帯 危機管理課 ＭＣＡ72 台 

 

※ 設置場所について、公民館や小学校など建物は「住居表示」、公園など建物以外は「地番」で表記しています。 


